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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.350 2024.4.16 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください! 

その副業、犯罪じゃない！？ （消費者庁HPより注意喚起）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然とし

て続いています。 

SNS をきっかけに「もうけ話」をすすめられたとの消費生活相談が寄せられています。

中には、著名人・有名人のなりすましと考えられる事例もあります。 

儲け話をすすめられたら、まずは疑いましょう。 

少しでも不安に思ったら消費生活センター等にご相談ください。 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 
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 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内し

ます。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活日曜相談（電話相談のみ） 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.352 2024.4.30 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「契約変更しませんか？」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意！ 

（国民生活センターＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

【相談事例】 

⬤「契約変更しませんか？」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意！ 

 4 月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1 週間前、訪問し

てきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの

住民の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑

うことなく指示に従った。その後、ネットの口コミで、検針票に記載されている顧客番

号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。

書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処

法を教えてほしい。 

（2023 年 5 月受付 10 歳代 男性 学生） 

⬤「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった 

 訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今よりも

安くなる」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更する

ことはなく、電気料は倍近い 5,000 円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約し

たいが、調べると解約手数料が 1 万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。 

（2023 年 5 月受付 20 歳代 女性 給与生活者） 

⬤「賃貸アパートの他の住人も契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められ契約した

がクーリング・オフしたい 

 突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」

と都市ガスの契約先の変更を勧められた。賃貸アパートの住人が全員変更するなら、契

約先の都市ガスが使えなくなるのではないかと思い、契約することにした。契約先変更

に伴う説明書は受け取ったが、契約書面はすべて渡し、自分の控は受取っていない。後

から調べて不審に思い、クーリング・オフ通知をメールで送信した。事業者から連絡が

なく、解約できているか心配だ。 
（2023 年 11 月受付 10 歳代 女性 学生） 

＊消費者へのアドバイス＊ 

○新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意！ 

 3～6 月は、1 人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブル

が増加する傾向にあります。 

 手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人

も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるもの

がみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガ

スの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を
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告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要で

す。 

○その場で契約しないでしっかり確認する！安易に個人情報を伝えない！ 

電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、ま

ずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などを

しっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個

人情報を伝えないようにします。 

 電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと

言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなか

ったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイス

を求めるのも有効です。 

 また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票に

は、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番

号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。 

○クーリング・オフができる場合もあります 

 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面※を受け取

ってから 8 日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガ

キのほか電磁的記録（電子メールなど）でも可能です。 

※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリ

ング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。 

 「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供する

サービスと比較して検討しましょう。 

○少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 
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  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.353 2024.5.2 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和６年度 「消費者問題の法律に強くなる講座」（in 大分市、宇佐市）  

受講者を募集します！  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

アイネスでは、私たちの生活に深く関係のある消費者問題について勉強できる講座を行っ

ています。講座の受講料、教材費とも無料です。 

 国家資格である「消費生活相談員＊」の資格取得にもチャレンジできる内容になっていま

す。 

【＊消費生活相談員とは・・・】 

 消費生活センター等で、商品やサービスなど消費生活全般二関する消費者からの相談等を

受け付け、公正な立場でその解決に努めている相談員のことです。 

 

○消費者問題の法律に強くなる講座（ｉｎ大分、宇佐） 

 ＵＲＬ： /site/syohi-senta/sikaku.html 

 ・対象者：どなたでも受講できます 

 ・開催会場／募集人員 

（１） 大分会場：２０名程度 

大分会場全労済ソレイユ（大分市中央町４丁目２－５） 

（２） 宇佐会場：２０名程度 

宇佐市勤労者総合福祉センターさんさん館（宇佐市大字四日市３９１-10） 

      ※宇佐会場については、定員に達しない場合は中止になります。 

 ・日程：全８回（６月～８月までの土曜日又は日曜日） 

 ・申込締切：５月 29 日（水） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.353 2024.５.1３ ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

通信販売の相談件数が増加傾向です！ その通信販売は大丈夫？ 

（消費者庁HPより注意喚起）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 消費者庁では、インターネット通信販売を中心とした通信販売(以下「通販」といい

ます)分野に関する消費生活相談件数が増加傾向にあることを踏まえ、通販に関する規

制及び執行を強化しています。 

 通信販売業者は、通信販売の「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前

段階で、各契約事項（分量、販売価格、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込みの

撤回・解除に関すること、申込期間）を簡単に確認できるように表示する義務がありま

す。 

 通信販売で商品等を購入する場合には、最終確認画面に表示された契約条件をよく確

認してください。 

 

 ＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内し

ます。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活日曜相談（電話相談のみ） 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.355 2024.5.15 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

5月は消費者月間です！ 

令和6年度消費者月間統一テーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」 

（消費者庁ＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

１．テーマ 

デジタル時代に求められる消費者力とは 

２．趣旨 

デジタル化や AI 等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく 

速くなる中で、わたしたち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニ 

ケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化してい 

ます。 

そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな 

消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなも 

のでしょうか。 

デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解や、情報に対する批判的 

思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアップデートを続け 

ていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要と 

された基礎的な力も引き続き高めていく必要がありそうです。 

自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求めら 

れる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるよう、令和６年度 

の消費者月間においては、「デジタル時代に求められる消費者力とは」 

を統一テーマとして掲げます。 

 

○少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 
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      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.356 2024.5.20 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■あなたも消費生活相談員になりませんか。アイネスがお手伝いします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○消費生活相談員資格取得支援オンライン講座 

 

ＵＲＬ：http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/sikakusyutoku2024.html  

 

・対象者：大分県内在住の１８歳～６０歳以下の方（２０２4 年３月３１日現在） 

     2024 年度消費生活相談員資格試験を受験予定で、合否結果を提供できる方 

     合格後「大分県消費生活相談員人材バンク」に登録可能な方 

     ※募集定員に満たない場合は、６０歳を超える方も受講可とします。 

・開催会場／募集人員：２０名 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

               （大分市東春日町 1-1） 

・日程 

・オンライン講座：６～８月までにオンライン講座 9 回、スクーリング 1 回 

・直前対策講座 ：９月に 3 回の集中講義 

・申込期限   ：６月７日（金） 

※消費生活相談員：消費生活センターなどで悪質商法や商品事故等の相談を受け、消費

者トラブルの解決を支援するお仕事をしています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、
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不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.357 2024.6.10 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■SNS をきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サ

ービスの消費者トラブルが急増－いったん振込してしまうと、被害回復が困難です！－ 

                          （国民生活センターHP より） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 SNS をきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘された

という消費者トラブルが急増しています。「○○（著名人）が主催する投資の勉強会」「○○

（著名人）が投資のノウハウを教える」「○○（著名人）と知り合いで儲かる」などと勧誘

し、投資名目で振込をしたものの、「追加費用を支払わないと出金できないと言われた」「相

手と連絡が取れなくなった」などといった被害が発生しています。 

 

 こういった相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、2022 年度と比べて約 9.6

倍と急増しています。また、平均契約購入金額も高額化しています。SNS 上の広告をきっか

けに投資グループに誘われることが多く、いったん振込してしまうと被害回復が難しいとい

った特徴があります。同種のトラブル防止のため、相談事例を紹介し、消費者への注意喚起

を行います。 

 

【相談事例】 

■有名経済評論家の投資相談に参加したところ、アシスタントを名乗る人に次々に投資を勧

められ、総額 1,500 万円を振り込んだが出金できない 

 

母から相続した資産で投資をしようと考えていたところ、有名経済評論家が主催する投資相

談の SNS 広告が表示され、100 万円が 1 億円になったとの体験談が掲載されていたので

興味を持ち、メッセージアプリへ登録した。すると有名経済評論家のアシスタントを名乗る

人からメッセージが届き、海外株が短期で値上がりすると投資話を持ちかけられた。有名経

済評論家が言うことなら信用できると思い 100 万円を振り込んだ。すると後日「100 万円

では利益が少ない。追加で 100 万円を振り込むように」とメッセージが届き、別の銀行口

座へ振り込んだ。 

 1 週間後、「もっと利益が高い投資がある。経済評論家の先生へメッセージを送ってくだ

さい」と連絡があり、別の銀行口座へ 750 万円と 50 万円を振り込んだ。さらにその 2 週

間後、短期投資の話を持ち掛けられて 250 万円を 2 回、計 500 万円を新たな指定口座へ

振り込んだ。 

 その後、運用状況で確認すると 6,000 万円の利益があったので資金を引き出したいと申

し出たところ、出金手数料 900 万円と、運用している海外の株式市場に税金 1,300 万円を

支払わないと出金できないと言われた。 

（2024 年 1 月受付 60 歳代 女性） 

 



 - 2 -

■その他、以下のような相談も寄せられています 

・有名投資家がノウハウを発信すると謳っていたが、その有名投資家は関与しないものだっ

たうえ、投資額を勝手に決められて違約金も請求された。 

・「絶対に負けない投資家を知っていて自分も投資で儲かった」という有名投資家の姪から

勧められて FX 取引を始めたが、連絡が取れなくなった。 

 

＊ 消費者へのアドバイス ＊ 

・SNS 上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう。 

・投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないで

ください。 

・被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう。 

・不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番号

です。 

＊警察相談専用電話「#9110」 

最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 
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☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.35８ 2024.6.1１ ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「アイネス夏休み講座」を開催します！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）では、子どものうちから消費者問題に

関心を持ってもらえるよう、夏休み期間中小学生を対象に、日々の暮らしに関わる教材を使

ったワークショップを開催します！ 

いずれの講座も事前申込が必要です。また、保護者同伴での参加をお願いします。 

なお、講座の詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/2024iness-natuyasumikouza.html 

 

〈申込方法〉 

（１） スマートフォン、パソコンから申し込まれる方は下記ウェブサイトからお申し込みく

ださい。 

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-

alias/81974532870967325651 

 

（２） 電話またはメールにてお申し込みの際は、参加人数（保護者・子ども）、氏名、学年、

日中連絡可能な電話番号をお知らせください。 

提供いただいた情報については、講座関係の用途のみに使用させていただきます。 

 

【お問い合わせ先】 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）消費生活班 

★TEL ：097-534-2038 

★メール：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.359 2024.7.3 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「低価格・高リスク」の非純正バッテリーに注意 

～建物が全焼に至った火災も～ （消費者庁HPより）    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

近年、繰り返し充電して使用できる「リチウムイオン電池搭載製品」は、私たちの生活に欠

かせないものとして普及が進んでいます。その一方で、安価で入手しやすい「非純正バッテ

リー」で火災を伴う事故が多く発生しています。これを踏まえ、非純正バッテリーに潜むリ

スクをお伝えします。 

 

【概要】 

2014 年から 2023 年までの 10 年間に収集された製品事故情報では、非純正バッテリー

による事故は 235 件ありました。事故のほとんどが火災事故(235 件中 227 件)に発展し、

中には建物が全焼する事故も発生しています。 

 

バッテリーには可燃性の電解液が含まれており、一度発火すると大きな火災に発展するおそ

れがあります。非純正バッテリーは純正品に比べて"低価格"のものも多いですが、これらの

中には安全対策や品質管理が不十分な"高リスク"のものが潜んでいることを認識しましょ

う。 

 

【気を付けるポイント】 

■非純正バッテリーが抱えるリスクについて理解する 

○設計に問題があり、異常発生時に安全保護装置が作動しない場合がある。 

○品質管理が不十分で、通常の使用であっても事故に至る場合がある。 

○事故が発生した際に、事業者の対応や補償を受けられない場合がある。 

■メーカーからのお知らせ及びリコール情報を確認する 

○バッテリーを取り付ける機器本体のメーカーのホームページに非純正品に関する注意喚起

が掲載されているか確認する。 

○使用しているバッテリーがリコール対象ではないか確認する。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.360 2024.7.16 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

そのサイト、大丈夫？ネット通販で商品を購入する前に確認を！ 

（国民生活センターＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

国民生活センター越境消費者センター（以下、越境消費者センター）には、日本語表

示の通販サイトで商品を購入したが、「海外から発送された商品が届かない」、「購入

した商品が模倣品であるとの税関からの通知が届いた」などの相談が寄せられています。

商品代金を支払った後に、販売事業者と連絡が取れなくなり、販売事業者に対応を求め

ることが困難な事例も多くみられます。 

 

 越境消費者センターでは、実際に寄せられた相談の中から、令和 6 年 6 月 26 日よ

り、越境消費者センターウェブサイト上で、随時「悪質通販サイト情報」を公表してい

きます。 

 「悪質通販サイト情報」の利用を呼びかけるとともに、リスト掲載のサイト以外にも

悪質通販サイトを見極めるポイントを紹介し、通販サイトで商品を購入する前に、慎重

に判断するよう消費者への注意喚起を行います。 

 

＊消費者へのアドバイス＊ 

○購入前に通販サイト内の表示や支払い方法等をよく確認しましょう。 

○越境消費者センターウェブサイトで悪質通販サイト情報を確認し、掲載事業者からは

購入しないようにしましょう。 

○万が一、商品が届かない等のトラブルにあってしまった場合は、決済関連事業者に相

談しましょう。 

○不安に思った場合にはすぐに消費生活センター等に相談してください。 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

＊越境消費者センター（Cross-border Consumer center Japan：CCJ） 

海外の事業者との間での取引でトラブルにあった消費者のためのオンラインの相談窓口

です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.361 2024.7.25 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

会員登録のつもりが…別サイトでのサブスク契約に 

（国民生活センターＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

【内容】 

 フリマアプリの新規登録をしようと「スタート」というボタンを押して、クレジット

カード情報などの入力を完了した。すると身に覚えのない海外事業者の動画配信サービ

スにつながってしまい「視聴期間は 5 日間で、キャンセルがなければ月額約 7500 円が

カードから支払われる」と表示された。どうすればよいか。（60 歳代） 

 

＊ひとこと助言＊ 

○国内事業者のサイトの利用時に表示された「スタート」「OK」などのボタン表示をク

リックし、クレジットカード情報等を入力したところ、意図せず海外事業者とのサブ

スクリプション契約になっていたという相談が寄せられています。 

○「スタート」などのボタンは海外事業者の広告で、ウェブデザイン等で勘違いさせ、

消費者に認識させないままサブスク契約に誘導しています。 

○「スタート」等の表示が、自身の登録しようとしているサイトの手続きボタンなのか、

クリックする前によく確認しましょう。枠の端に小さい「×」印等があれば広告です。 

○クレジットカードの請求はこまめに確認しましょう。 

○不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者ホ

ットライン 188）。海外事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者

センターでも相談を受け付けています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 
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 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.362 2024.8.15 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和5年度 消費生活相談の概要について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

令和 5 年度の消費生活相談の概要をまとめましたのでお知らせいたします。 

 

【令和５年度の相談の特徴】 

 

（相談件数等について） 

１ 大分県消費生活センター（アイネス）及び市町村消費生活センター等が受け付けた消

費生活相談件数は 7,952 件で、昨年度に比べ 235 件、2.9％減少した。 
２  県で受け付けた消費生活相談件数は 2,903 件、市町村で受け付けた件数は 5,049 件で、

市町村分担率は 65.4％と昨年度から 1.5％増加した。 
３ 県で受け付けた苦情相談のうち、６５歳以上の高齢者からの占める割合は増加傾向に

あり、過去 10 年で最高の 36.2%となった。 
４ １８歳・１９歳からの相談件数は、昨年度に引き続き過去最高の 97 件となっている。 
 

（あっせん解決について） 

１ 県及び市町村におけるあっせん解決率は 95.4％で、昨年度に次いで２番目に高い割

合となった。 
 

（県に寄せられた苦情相談内容について）   

１  相談の多い内容は、昨年度と同様に「化粧品」「商品一般」「健康食品」の順で

あり、中でも化粧品は定期購入に関する相談※が多く、４０歳代以上の年代に多い。 
 ※ 「１回だけのつもりで注文したところ、実際は定期購入の契約で２回目の商品が送られ 

  てきた」などの相談 

２  令 和 ４ 年 度 に 大 手 エステティックサロンが倒産した影響もあり、「エステティッ

クサービス」に関する苦情相談が２０歳代に多い。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.363 2024.8.20 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利

用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起！（消費者庁HPより） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなど

として消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和 5 年 4 月以降、消

費者宅に電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の

修理ができる」などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実施された後、損傷

箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が

必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明さ

れたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなど

という相談が各地の消費生活センターなどに多く寄せられています。 

 

消費者が、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害

であるかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の

返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあることから、

消費者庁が調査を行ったところ、天建と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)

が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確

認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第 1 項の規定に基づき、

消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び

かけます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに
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あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.364 2024.8.27 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国民生活センターをかたるニセの電話やハガキにご注意ください－国民生活センタ

ーが個人情報の削除をしたり、消費者にハガキを送ることはありません。 

（国民生活センターHPより） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

国民生活センターを名乗る者から「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげ

る」という電話がかかってきたという相談が、全国の消費生活センター等に寄せられて

います。また、国民生活相談センターという機関から、『紛争問題確認通知』等と書かれ

たハガキが届いたという相談も寄せられています。 

 国民生活センターが、「個人情報を削除してあげる」という電話をすることは絶対に

ありません。また、「紛争問題確認通知」のようなハガキを消費者に送付することは絶対

にありません。 

 このような不審な電話や通知書を受け取っても、対応せずに無視してください。お金

を要求される等、不審な点や不明な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センター等に

ご相談ください。 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番

号です。 

○相談事例○（＊大分県消費生活センターでも不審電話の相談事例が発生しています） 

【事例 1】 

 国民生活センターの職員を名乗る者から電話がかかってきた。「大手通販サイトや国

際団体に個人情報が漏えいしている。こちらから削除依頼をすることができる」と言わ

れたので、削除を依頼した。このあとも再度電話がかかってくるようだ。国民生活セン

ターでは本当にこのようなことをしているのか。 

【事例 2】 

 国民生活センターと似た名前の機関から「紛争問題確認通知」というハガキが届いた。

訴訟になるというようなことが書いてあるが、本当か。 
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実際に届いたはがきの内容↓ 

【内容】 

紛争問題確認通知 

 

令和 6 年 記号番号（●）-●●● 

 

この度ご通知致しましたのは、貴方が契約者として登録されている 

当該会社への未納料金（契約不履行）に対して管轄裁判所が訴状申 

請を受理されたことをここに通知致します。 

訴訟内容や取り下げについてのご相談は担当職員が詳細をお調べ致 

しますので記号番号をお伝え下さい。 

回線が混み合う事がありますので予めご了承下さい。 

尚、このままご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達 

後に出廷となります。又、記憶に無いからとそのまま放置された方 

が執行官立会いのもと給料や財産の差押さえをされる事例が御座い 

ましたので、十分ご注意下さい。 

※万が一身に覚えが無い場合、早急にご連絡をお願いします 

 

相談窓口 9:00～17:00（土・日・祝日を除く） 

03-●●●●-●●●● 

〒114-0024 東京都北区西ヶ原●●●●●● 

国民生活相談センター 

 

※ このほか、「消費者問題確認通知」というハガキも確認しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 
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 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活日曜相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９（電話相談のみ） 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.365 2024.9.2 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

残りわずか？焦らせて購入させるネット通販のわな（国民生活センターＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

〔内容〕 

(事例 1） 

タイムセールをしている通販サイトを見つけた。残り時間のカウントダウンを目にして

気持ちがあおられて焦り、約 1 万円の衣類を購入した。しかし、翌日同じサイトを見る

と、またタイムセールをしていた。毎日しているなら慌てて買うことはなかった。（60

歳代） 

（事例 2） 

ドライブレコーダーを買おうと思いネット検索していたところ、安値で販売しているサ

イトを見つけた。「残りわずか」と表示されていたため急いで注文し、代金を振り込ん

だ。しかし、2 週間経っても商品が届かず、メールを送っても返信がない。（60 歳代） 

 

【ひとこと助言】 

○ネット通販の利用時に、タイムセールのカウントダウンや「残りわずか」等と表示さ

れ、慌てて購入してしまうことがあります。 

○これは、消費者を焦らせて購入に誘導している手口の可能性があります。このような

手法があることを知り、惑わされないように注意しましょう。 

○ネット通販利用時には、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件、解約条件、事

業者の所在地や電話番号等をよく確認して購入しましょう。 

○困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者ホ

ットライン 188）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.366 2024.9.6 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

LPガス料金を契約前に確認しましょう！    （消費者庁ＨＰより）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

LP ガス(液化石油ガス)業界においては、LP ガスの販売契約を獲得するため、LP ガ

ス事業者が賃貸集合住宅のオーナーなどにエアコンやガス器具などを無料で提供し、そ

の費用を LP ガス料金に上乗せして入居者(消費者)に代わりに請求する事例が確認され

ています。 

 

賃貸集合住宅の入居者は入居後に LP ガス料金を知って料金に不満があっても受け入

れるしかなく、また賃貸集合住宅ではガス供給事業者を選択・変更できません。 

賃貸借契約を締結する前に不動産会社・オーナーなどにガス料金表の提示を依頼し、ガ

ス料金について納得したうえで契約しましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 



 - 2 -

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.367 2024.9.13 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「お金の困りごと相談会」（無料）を開催します      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

借金の返済などの債務に関すること、また家計のやりくりに困っている、などの様々

な「お金の困りごと」に、弁護士、多重債務相談員が、無料で相談に応じます。（事業者

からの相談も受け付けます） 

【開催日時及び場所】 

〈第１回〉 令和６年９月２５日（水）  １３：００～１５：００ 

       日田市役所内会議室 

〈第２回〉 令和６年１０月１０日（木） １３：００～１５：００ 

       佐伯市役所内会議室 

〈第３回〉 令和６年１０月１８日（金） １３：００～１５：００ 

       中津市役所内会議室 

〈第４回〉 令和６年１０月３０日（水） １３：００～１５：００ 

       豊後高田市中央公民館 

〈第５回〉 令和６年１１月６日（水）  １３：００～１５：００ 

       津久見市 市民ふれあい交流センター 

〈第６回〉 令和６年１１月２７日（水） １３：００～１５：００ 

       杵築市役所内会議室 

 

※事前予約制です。各相談日の３日前までにお電話にてお申し込みください。 

☆お申し込み・お問合せ先☆ 

〒８７０－００１６ 大分市新川町２丁目１番３６号 

    財務省九州財務局大分財務事務所 

   《多重債務相談窓口》相談員 政丸（まさまる） 

     ＴＥＬ：０９７－５３２－７１８８ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 
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 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 
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下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  



 - 1 -

◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.368 2024.10.3 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

きっかけは訪問購入？犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を！ 

－大切な貴金属が持ち去られたなどの事例が寄せられています－ 

（国民生活センターHPより）   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

2023 年 9 月に、購入業者が自宅に来て物品を買い取るという訪問購入のトラブルに

ついて国民生活センターが注意喚起をしました。 

 

 その後も多くの相談が寄せられる一方で、中には「『不用品を買い取り貧しい国に

寄付する』と勧誘を受け了承したが、業者が帰ったあと指輪がなくなっていた」「身に着

けていた大切な指輪を強引に要求された」などといった、きっかけは訪問購入に見える

犯罪まがいの深刻なトラブル事例も複数寄せられています。事例をみると、主に 80 歳

以上の女性が当事者となっていることから、特に注意してほしいトラブルです。 

(＊大分県消費生活センターでも類似した相談が発生しています。) 

【相談事例】 

○ふと目を離した隙に金のネックレスや指輪などを業者に持ち去られたようだ。 

○人の役に立つならと思い訪問を了承したが、業者が帰った後指輪がなくなっていた。 

○身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に要求され怖い思いをした。 

○一人暮らしの認知症の母親が記念硬貨を安値で買い取られていた。 

【相談事例からみる問題点】 

○犯罪まがいの行為が行われる深刻な事例がみられる。 

○特定商取引法違反の疑いがある行為が行われている。 

○消費者の親切心に訴えかけるなどして断りにくくした上で勧誘を行っている。 

○判断力の低下した高齢者がトラブルにあっている。 

【アドバイス】 

○突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう。 

○購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。 

○購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしま

しょう。 

○トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談しまし

ょう。 

＊消費者ホットライン：「188（いやや！）」 

お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番号です。 

＊警察相談専用電話：「＃9110」 

生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、

全国統一番号の「＃9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察

本部等の相談の総合窓口に接続されます。 
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【身近な高齢者を守るために】 

 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った

様子がうかがえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身

近にいる周りの方が変化にいち早く気付くことがとても重要です。 

 

 消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターな

どの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づ

いた場合は、できるだけ早く相談してください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 
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☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.369 2024.10.９ ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「1日最大○○円」 コインパーキングの料金は細かい条件も確認を 

（国民生活センターHPより）   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 (＊大分県消費生活センターでも類似した相談が発生しています。) 

【内容】 

駅前の駐車場の看板に「○○分○○円、1 日最大 600 円」と記載があり、3 日間で

1800 円になると思って 3 日間駐車したところ、約 1 万 2 千円の請求を受けた。すぐ

に事業者へ連絡したが、最大料金の適用は 1 回限りで、その後は時間制で料金が発生す

ると言われた。説明を受けて改めて看板をよく見たら、小さな文字でその旨が書かれて

いた。（60 歳代） 

【ひとこと助言】 

○コインパーキングを利用する際は「1 日最大○○円」等の大きな表示だけでなく、 

その他の細かい条件も入庫前に事前に確認しましょう。 

○料金には、最大料金の適用回数や駐車位置、時間帯などに細かい条件がついている 

ことが多く、平日か休日かで異なったり、年末年始やイベント開催時には特別料金が発

生したりすることもあります。利用し慣れているコインパーキングであっても料金設定

が変わっていることもありますので、入口付近や精算機付近の詳細案内に目を通し、不

明な点はコインパーキング事業者に確認しましょう。 

○困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者ホ

ットライン 188）。看板等の表示を写真等で記録に残し、領収証も忘れずに保管してお

きましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 
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 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  
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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.371 2024.11.1 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って 

（国民生活センターHPより）   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

【内容】 

ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約 2 万円振り込んだ。その後「商

品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメ

ールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「○○ペイで返金する」と言われ、指示

された通りに数字等の入力を繰り返した。気づいたときには、約 10 万円送金させられ

ていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされ

ていた。どうしたらよいか。（60 歳代） 

 

【ひとこと助言】 

○ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため○○ペイ等のコード

決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはず

が「送金」していたという相談が寄せられています。 

 

○販売業者から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の

指示に従ってはいけません。 

 

○販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より

安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載

されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。 

 

○困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談くだ

さい（消費者ホットライン 188、警察相談専用電話「＃9110」番）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 
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 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  


